
S T E P 1  実 務 経 験 フ ァ イル を 作 成 S T E P 2 《 マイペー ジ 》 で 受 検 申 請

新 受 検 資 格 の 新 規 申 請 方 法
イ ンターネッ ト 申 請 の み

旧 受 検 資 格 ( 従 来 ) の 新 規 申 請 方 法
書 面 申 請 の み

① 本 財 団 H P 上 の 《 実 務 経 験 フ ァ イル 作 成 ツール 》 で
　 アカ ウ ン ト を 作 成
② ご 自 身 の 実 務 経 験 フ ァ イル を 作 成
③ ② で 作 成 した フ ァ イル を P C の デスク ト ッ プ 等 に 保 存
　 ※ 受 検 申 請 期 間 前 に 余 裕 を もって 作 成 する こと を
　 　 お す すめ し ま す。

実 務 経 験 証 明 書 申 請 書 ( 一 財 ) 建 設 業 振 興 基 金 へ

( 一 財 ) 建 設 業 振 興 基 金
試 験 研 修 本 部 h t t p s : / / w w w . f c i p - s h i k e n . j p / i n d e x . h t m l

指 定 の 封 筒 に て
簡 易 書 留 郵 便

で 提 出

① 本 財 団 H P 上 の 《 マイペー ジ 》 で アカ ウ ン ト を 作 成
② 受 検 申 請 期 間 内 に S T E P 1 で 作 成 した
　 実 務 経 験 フ ァ イル を 《 マイペー ジ 》 に アッ プ ロー ド
③ 必 要 事 項 を 入 力 ・ 受 検 手 数 料 払 込
④ 受 検 申 請 完 了

新 受 検 資 格 申 請 方 法 に つ いて新 受 検 資 格 申 請 方 法 に つ いて
令 和 ８ 年 度 よ り、 新 受 検 資 格 の 新 規 ・ 再 受 検 申 請 は 、 イ ンターネッ ト の み に 変 更 とな り ま す。

「 第 一 次 検 定 ・ 第 二 次 検 定 同 時 」 及 び 「 第 二 次 検 定 の み 」 は 、 旧 受 検 資 格 と 新 受 検 資 格 で 受 検 資 格 及 び

申 請 方 法 が 異 な り ま すので、 ご 自 身 の 受 検 資 格 をご 確 認 の 上 、 申 請 い た だ き ま すよ う お 願 い い た し ま す。
　 ※ 令 和 1 0 年 度 ま で は 経 過 措 置 と して、 第 二 次 検 定 は 旧 受 検 資 格 と 新 受 検 資 格 の 選 択 が 可 能 で す。

　 ※ 「 第 一 次 検 定 の み 」 の 受 検 資 格 は 従 来 通 り 年 齢 の みで、 申 請 方 法 は イ ンターネッ ト の み に な り ま す。

　 ※ 詳 細 は 本 財 団 H P よ り ご 確 認 く だ さ い 。

《 マイペー ジ 》 は 各 受 検 申 請 期 間 に 開 設 さ れ ま す。

3 6 5 日 いつで も 作 成 可 能 ！
※ メン テ ナ ンス 時 期 を 除 く

1 級 ・ 2 級 　 建 築 ・ 電 気 工 事 施 工 管 理 技 術 検 定1 級 ・ 2 級 　 建 築 ・ 電 気 工 事 施 工 管 理 技 術 検 定

自 身 の 実 務 経 験 を 記 載 必 要 事 項 を 記 載

旧 受 検 資 格 ・ 新 受 検 資 格 の 再 受 検 は 、 イ ンターネッ ト よ り 申 請 してく だ さ い 。申 請 方 法

※ 令 和 １ ０ 年 度 ま で


